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８月８日、第３回四役

会が開催されました。 

今後の活動内容に

ついて検討を行い、１０

月に開催予定の第３回

理事会に併せて、人・

農地プランに関する勉

強会を実施することを

決定しました。 

第３回四役会 

地区意見交換会の開催 

 

 

各地区における農業のあり方や各法人が抱えている課題等について、

お互いの近況報告を行うとともに、今後各地区で身近な活動が出来るよう 

下記の日程で、地区別の意見交換会を開催しています。 

地区 開催日 開催場所 

県 央 令和元年７月２３日（火） 招龍亭 

中能登 令和元年７月３１日（水） 羽咋農林事務所 

奥能登 令和元年８月７日（水） 奥能登農林事務所 

石 川 令和元年８月１９日（月） 石川農林総合事務所 

南加賀 令和元年１０月１５日（火） 南加賀農林総合事務所 
 

石川県農業活性化協議会との意見交換会 

８月８日、石川県農業

活性化協議会との意見

交換会が、農業会館(金

沢市古府)で開催されま

した。JA石川県中央

会、全農石川県本部、

石川県生産流通課、北

陸農政局の方々が参加

されました。 

 意見交換会では、生

産調整のあり方、対象

となる品目や取組み、

新規需要米等に対する

交付金の上乗せや交

付金の配布方法、市町

の協議会でのありかた

などについても議論が

及びました。 

特に、需給の見通しにつ

いては厳しいものがあ

り、抜本的な取組みとな

るようにすべきであると、

法人協会側から意見を

申し述べ、今後も、石川

の水田農業のあり方な

どについて議論してゆく

こととなりました。 

また、１１月９日～１

０日に日比谷公園（東

京都）で開催されるファ

ーマーズ＆キッズフェ

スタ 2019に、石川県

農業法人協会としてブ

ース出展することを決

定しました。 

 

 

 

その他、当日開催さ

れる石川県農業活性

化協議会との意見交換

に向けた事前の課題共

有を実施しました。 

 

地区での意見交換が

始まりました。会員や法

人協会に関心のある農

業経営者の方々と、現

場の課題や経営の悩み

など、幅広く意見交換が

行われています。 

特に、雇用の問題が

多く出されています。人

手が足りなくて、収穫が

出来なかったなど、農業

経営をとりまく雇用状況

は難しくなっています。 

このような現場にある

課題をどのように解決し

てゆくかが、課題だと思

います。各委員会の委

員長･副委員長におか

れても、自らの担当の委

員会の課題をどのように

取組むか考えていただ

きたく、よろしくお願いし

ます。 

１０月１１日は、農水

省本省の経営局経営政

策課の依田課長、石川

県農業会議の山田会長

との意見交換が予定さ

れています。内容は、農

地の流動化他です。  

ぜひ、ご参加下さい。 

よろしくお願いします。 

 

会長 佛田利弘 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

本だより配布対象 会員･賛助会員･アグリサポート会員･関係機関 

会員の皆様へ 

「いしかわ農業法人だより」をメールでの配信を希望される方は、

協会事務局の（南出、島田、吉田）まで連絡願います。 

e-mail：syogo-y@inz.or.jp 

意見交換会は現場の話題で盛り上がり! 

 

 

８月７日に奥能登地

区（当協会会員７名）、

同１９日に石川地区（当

協会会員１２名）にて意

見交換会を開催しまし

た。 

奥能登地区では、各

法人や地域における課

題（後継者・継承の問

題や農地・農道・法面

などの管理、機械のシ

ェアリース）について、 

食農連携委員会からのお知らせ 

「３０１０運動」の推進 

 

 

「３０１０運動」とは、

宴席等において乾杯

後３０分、閉会１０分

前には着席して食事

に集中する運動で

す。日本では、食品ロ

スが年間６３２万トン 

農機具の保険に弁護士特約を追加 

 

 

先日開催されたＪＡ

グループとの意見交換

会において、農機具の

保険に弁護士特約を付

けることは可能か否か

について、現在、ＪＡ共

済において、農機具及

び軽トラック等において

弁護士特約を付けるこ

とは可能となりました。 

 

 ただし、田植え機やコ

ンバインといった短期

的に使用する機械にお

いては等級が低いため

特約を付けることはで

きないとのこと（1年契

約であれば可能）。しか

しながら、来年 1月に

は低い等級であっても

弁護士特約を追加する 

ことが可能となる模様

です。詳しくはお近くの

ＪＡへお問い合わせくだ

さい。農機具の場合、リ

ースであれば、人身傷

害保険などに入ってい

るケースが多く、契約

内容を確認することが

重要です。 

石川地区では、人材不

足や後継者の定着と確

保、社内の部門別の作

業連携、耕作放棄地と

経営のバランスについ

てなど、様々な意見が

出されました。その後、

懇親会を開催し、親睦

を深めました。 

石川県農業法人協

会の行事に初めて参加

された方も多く、実際に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顔を合わせて意見を出

し合い交流できる非常

に有意義な機会であ

り、参加者からはこうい

う会合を増やしてほし

いとの良い反応も得ら

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もあります。当取組は、

長野県松本市の市長

が宴会での食べ残しの

多さを問題視し、市の

ゴミを削減する部署と

共に発展させた運動で

あるそうです。 

 

 

 

 

当協会の会員の皆

様も食に関わる者とし

て是非実践し、地域

の皆様にも取組みを

周知してと願っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥能登地区 

石川地区 


